
顧問・相談役 監　　事

副　会　長　 副　会　長　

【物資支援】 【被害判定】
常任理事 常任理事 常任理事 常任理事 常任理事 常任理事 常任理事 常任理事 常任理事 常任理事

　　　　　総合部会より２名 専門部会（電）1名 専門部会（管）1名 飲食店部会長1名 諸業部会かサービス1名 豊浦商工会長1名 加治川商工会長1名 部会、業界で1名 部会、業界で1名 部会、業界で1名 部会、業界で1名

理事(2名) 理事(2名) 理事(４名) 理事(４名) 理事(2名) 理事(2名) 理事(2名) 理事(1名)
　(建設総合部会２名のほか、 (建設専門より) (建設専門より) (食品工業2名) (諸業2名) (卸商業より) (小売商業より) (工業より) (金融より)

　市内建設業者より４名) (飲食店2名) (サービス業2名)

協 議 会 会 員 事 業 所

防災協議会と新発田市災害対策本部との
組織・連絡体制を整備し災害時に対応す
る。

※防災協議会は、各部会内の組織・連絡網・行動マ
ニュアルを整備し新発田市災害対策本部からの要請に
迅速に対応する
※災害時の総括窓口は商工会議所事務局とするが、
災害時における要請受付窓口は各部会長等とし、新発
田市災害対策本部と連絡先の情報を共有する。
※新発田市災害対策本部は「地域防災計画」に基づき
行動するとともに災害協定に基づき協力を要請する。

新 発 田 市 災 害 対 策 本 部

常任理事（２名）

理事(6名) 理事(6名)
(各商工会より推薦)

　　　　　　　　【　　復　　　旧 　・　 復　　興　　】 【　商　工　会　】 【避　難　対　策（運営）】 【（仮称）自主防災活動】

会　　長(新発田商工会議所　会頭)

副会長

新発田地区　防災協議会　組織体制
（会長：１名、副会長：１～６名、常任理事：５～１２名、理事３０～５０名(会長、副会長、常任理事含む)、監事２名）

　理 事 会

常任理事会

副会長副　会　長　 副会長（紫雲寺商工会会長）


